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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】車体組付け前の状態ではロアーブラケットの余
分な回動を防止して車体への組付けを容易にし、車体組
付け後はステアリングコラムに対する支持剛性の高い電
動パワーステアリング装置を提供する。
【解決手段】ハウジング５０のチルトピボットシャフト
７０との係合部は電動モータ５２の回転軸よりも後方側
に設けられ、ロアーブラケット２０の少なくとも一方の
側板の前方側縁部の下端部には、略直角をなして対向す
る第１の面と第２の面とからなるＬ字状壁部が形成され
、ハウジング５０には、上側面が第１の面と対向しかつ
後方側面が第２の面と対向し、第１の面および第２の面
よりも車幅方向外側に突出した突出部９４が形成され、
Ｌ字状壁部と突出部９４とは電動パワーステアリング装
置１の車体組付け前の状態におけるブラケットのチルト
ピボットシャフト７０を回動中心とするステアリングコ
ラムに対する回動を所定範囲に規制する回動規制機構を
構成している。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後端部にステアリングホイールが取付けられるステアリングシャフトと、
　内部に前記ステアリングシャフトを回動自在に支持するステアリングコラムと、
　チルトピボットシャフトを回動中心として前記ステアリングコラムを回動し、所望のチ
ルト調整位置に前記ステアリングコラムを位置決め可能なチルト調整機構と、
　補助操舵トルクを発生する電動モータが取付けられ、前記電動モータの回転軸に連結さ
れたウォームと該ウォームと噛み合うウォームホイールとからなる減速機構を内部に格納
し、前記ステアリングコラムの前端部に連結されたハウジングと、
　車体側に固定され、前記ハウジングを間にして車幅方向に対向し、前記チルトピボット
シャフトを支持する一対の側板を有するロアーブラケットとを備え、
　前記ハウジングには前記チルトピボットシャフトとの係合部が設けられ、前記ハウジン
グが前記係合部を介して前記チルトピボットシャフトに回動自在に係合されることで前記
ステアリングコラムが前記チルトピボットシャフトを回動中心として回動自在とされる電
動パワーステアリング装置において、
　前記ハウジングの前記係合部は、前記電動モータの回転軸よりも後方側の前記ハウジン
グの部分に設けられ、
　前記ロアーブラケットの少なくとも一方の側板の前方側縁部の下端部には、前後方向に
延在する第１の面と、該第１の面と略直角をなして対向し上下方向に延在する第２の面と
からなるＬ字状壁部が形成され、前記ハウジングには、上側面が前記第１の面と対向し、
かつ後方側面が前記第２の面と対向し、前記第１の面および第２の面よりも車幅方向外側
に突出した突出部が形成され、前記Ｌ字状壁部と前記突出部とは、前記電動パワーステア
リング装置の車体組付け前の状態おける前記ロアーブラケットの前記チルトピボットシャ
フトを回動中心とする前記ステアリングコラムに対する回動を所定範囲に規制する回動規
制機構を構成していることを特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項２】
　前記回動規制機構は、前記ロアーブラケットが前記チルトピボットシャフトを回動中心
として一方側へ回動した際前記Ｌ字状壁部の前記第１の面が突出部へ接触し、他方側へ回
動した際前記Ｌ字状壁部の前記第２の面が前記突出部へ接触することを特徴とする請求項
１に記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項３】
　前記ロアーブラケットの前記一対の側板は、車幅方向に延在する連結部材で連結されて
いることを特徴とする請求項１または２に記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項４】
　前記連結部は、前記一対の側板の後方端同士を連結していることを特徴とする請求項３
に記載の電動パワーステアリング装置。
【請求項５】
　前記ロアーブラケットの前記Ｌ字状壁部は、前記チルトピボットシャフトよりも前方側
に位置していることを特徴としていることを特徴とする請求項３に記載の電動パワーステ
アリング装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電動パワーステアリング装置、特に、チルト位置を調整可能な電動パワーステ
アリング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　運転者の体格や運転姿勢に応じてステアリングホイールの上下方向の高さを調整するた
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めのチルト位置調整機構を備えた電動パワーステアリング装置がある。チルト位置の調整
は、チルトピボットを中心にステアリングコラムを上下方向に回動させることで行う。チ
ルトピボットは、ステアリングコラムの前方側部分で該ステアリングコラムを車体に支持
するロアーブラケットに設けられている。チルト位置の調整後は、クランプ機構でステア
リングコラムをクランプし、ステアリングコラムをチルト調整位置に位置決めする。クラ
ンプ機構は、ステアリングコラムの後方側部分で該ステアリングコラムを車体に支持する
アッパーブラケットに設けられている。
【０００３】
　このように、アッパーブラケットにはクランプ機構が設けられているので、電動パワー
ステアリング装置の車体取付け前の状態においては、クランプ機構でステアリングコラム
をクランプすることでアッパーブラケットのステアリングコラムに対する回動を防止する
ことができる。これに対し、ロアーブラケットにはクランプ機構のようなステアリングコ
ラムに対する固定機構がない。そのため、車体取付け前の状態においては、ロアーブラケ
ットはチルトピボットを中心に回動し易く、ロアーブラケットに外力が加わると回動して
しまう。そこで、このような電動パワーステアリング装置を車体に取付ける際に、ロアー
ブラケットが外力で余分に回動しないように、回動規制部を備えたものがある（例えば特
許文献１、２参照）。
【０００４】
　特許文献１では、ロアーブラケットと減速機構が収容されたハウジングとに回動規制部
が設けられている。また、特許文献２では、ロアーブラケットの一対の側板のうち、一方
の側板の下面とハウジングに形成された第１の突起部とが接触することでロアーブラケッ
トの一方側への回動を規制し、他方の側板に形成されたＬ字の規制部とハウジングに形成
された第２の突起部とが接触することでロアーブラケットの他方側への回動を規制してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０３０５５７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７８２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　コラムタイプの電動パワーステアリング装置は、電動モータ、減速機構、電動モータを
制御する電子制御ユニットＥＣＵ（Electric Control Unit：以下、ＥＣＵという。）等
をステアリングコラム上に備えているため重量が大きい。そのため、コラムタイプの電動
パワーステアリング装置の車体への組付けは大きな重量を支えながらの作業となり、この
ときロアーブラケットが回動してしまうと、組付け性が悪くなる。また、重量が大きいの
で、電動パワーステアリング装置を車体に支持するためのブラケットは、ステアリングコ
ラムに対する高い支持剛性が要求される。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、電動パワーアステアリング装置
を車体へ組付ける前の状態ではロアーブラケットの余分な回動を防止して車体への組付け
を容易にし、車体へ組付けた後はステアリングコラムに対する支持剛性の高い電動パワー
ステアリング装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題は以下の手段によって解決される。すなわち、本発明は、後端部にステアリン
グホイールが取付けられるステアリングシャフトと、内部に前記ステアリングシャフトを
回動自在に支持するステアリングコラムと、チルトピボットシャフトを回動中心として前
記ステアリングコラムを回動し、所望のチルト調整位置に前記ステアリングコラムを位置
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決め可能なチルト調整機構と、補助操舵トルクを発生する電動モータが取付けられ、前記
電動モータの回転軸に連結されたウォームと該ウォームと噛み合うウォームホイールとか
らなる減速機構を内部に格納し、前記ステアリングコラムの前端部に連結されたハウジン
グと、車体側に固定され、前記ハウジングを間にして車幅方向に対向し、前記チルトピボ
ットシャフトを支持する一対の側板を有するロアーブラケットとを備え、前記ハウジング
には前記チルトピボットシャフトとの係合部が設けられ、前記ハウジングが前記係合部を
介して前記チルトピボットシャフトに回動自在に係合されることで前記ステアリングコラ
ムが前記チルトピボットシャフトを回動中心として回動自在とされる電動パワーステアリ
ング装置において、前記ハウジングの前記係合部は、前記電動モータの回転軸よりも後方
側の前記ハウジングの部分に設けられ、前記ロアーブラケットの少なくとも一方の側板の
前方側縁部の下端部には、前後方向に延在する第１の面と、該第１の面と略直角をなして
対向し上下方向に延在する第２の面とからなるＬ字状壁部が形成され、前記ハウジングに
は、上側面が前記第１の面と対向し、かつ後方側面が前記第２の面と対向し、前記第１の
面および第２の面よりも車幅方向外側に突出した突出部が形成され、前記Ｌ字状壁部と前
記突出部とは、前記電動パワーステアリング装置の車体組付け前の状態おける前記ロアー
ブラケットの前記チルトピボットシャフトを回動中心とする前記ステアリングコラムに対
する回動を所定範囲に規制する回動規制機構を構成していることを特徴とする電動パワー
ステアリング装置である。
【０００９】
　また、本発明の好ましい態様は、前記回動規制機構は、前記ロアーブラケットが前記チ
ルトピボットシャフトを回動中心として一方側へ回動した際前記Ｌ字状壁部の前記第１の
面が突出部へ接触し、他方側へ回動した際前記Ｌ字状壁部の前記第２の面が前記突出部へ
接触することが好ましい電動パワーステアリング装置である。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様は、前記ロアーブラケットの前記一対の側板は、車幅方向
に延在する連結部材で連結されていることが好ましい電動パワーステアリング装置である
。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様は、前記連結部は、前記一対の側板の後方端同士を連結し
ていることが好ましい電動パワーステアリング装置である。
【００１２】
　また、本発明の好ましい態様は、前記ロアーブラケットの前記Ｌ字状壁部は、前記チル
トピボットシャフトよりも前方側に位置していることが好ましい電動パワーステアリング
装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、電動パワーアステアリング装置を車体へ組付ける前の状態ではロアー
ブラケットの余分な回動を防止して車体への組付けを容易にし、車体へ組付けた後はステ
アリングコラムに対する支持剛性の高い電動パワーステアリング装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る電動パワーステアリング装置を車体に取付けた状態を示
す斜視図である。
【図２】実施形態に係る電動パワーステアリング装置の後方側左斜め上方からの斜視図で
ある。
【図３】実施形態に係る電動パワーステアリング装置の後方側右斜め上方からの斜視図で
ある。
【図４】実施形態に係る電動パワーステアリング装置の右側面図である。
【図５】実施形態に係る電動パワーステアリング装置の平面図である。
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【図６】実施形態に係る電動パワーステアリング装置の左側面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ線の断面図である。
【図８】ロアーブラケットを後方側から見た斜視図である。
【図９】ロアーブラケットを前方側から見た斜視図である。
【図１０】ロアーブラケットの組付け方法を示す模式的な部分側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態を説明する。まず、本明細書中における電動
パワーステアリング装置に係る方向について定義する。本明細書中においては、電動パワ
ーステアリング装置に係る方向は、特に明記しない限り車体に取付けられた状態における
当該車体の前後、左右、上下方向と同様とする。左右方向については車幅方向ともいう。
また、以下に示す、各図における方向の定義は、各図面の図中の符号を通常の向きに読め
る状態で紙面を見た状態についていう。
【００１６】
　図１においては、紙面左斜め下方が前方側で紙面右斜め上方が後方側であり、紙面左斜
め上方が右側で紙面右斜め下方が左側である。図２においては、紙面左斜め上方向が前方
側で紙面右斜め下方向が後方側であり、紙面右斜め上方向が右側で紙面左斜め下方向が左
側である。図３、図８においては、紙面右斜め上方が前方側で紙面左斜め下方が後方側で
あり、紙面右斜め下方が右側で紙面左斜め上方が左側である。図４においては、紙面右方
向が前方側で紙面左方向が後方側であり、紙面手前方向が右側であり紙面奥方向が左側で
ある。図５においては、紙面左方向が前方側で紙面右方向が後方側であり、紙面上方向が
右側で紙面下方向が左側である。図６、図１０においては、紙面左方向が前方側で紙面右
方向が後方側であり、紙面奥方向が右側であり紙面手前方向が左側である。図７において
は、紙面奥方向が前方側で紙面手前方向が後方側であり、紙面右方向が右側であり紙面左
方向が左側である。図９においては、紙面左斜め下方が前方側で紙面右斜め上方が後方側
であり、紙面左斜め上方が右側で紙面右斜め下方が左側である。
【００１７】
　図１は本発明の実施形態に係る電動パワーステアリング装置を車体に取付けた状態を示
す斜視図である。図１に示すように、本発明の実施形態に係る電動パワーステアリング装
置１は、コラムアシスト型のパワーステアリング装置である。電動パワーステアリング装
置１は、ステアリングホイール３の操作力を軽減するために、ステアリングコラム１０に
取付けた電動パワーアシスト装置２２の操舵補助力を出力軸５に付与し、中間シャフト６
を介して、ラックピニオン式のステアリングギヤアッセンブリ７のラックを往復移動させ
、タイロッド８を介して舵輪を転舵する方式のパワーステアリング装置である。
【００１８】
　図２は本実施形態に係る電動パワーステアリング装置の後方側左斜め上方からの斜視図
である。図３は本実施形態に係る電動パワーステアリング装置の後方側右斜め上方からの
斜視図である。図４は本実施形態に係る電動パワーステアリング装置の右側面図である。
図５は本実施形態に係る電動パワーステアリング装置の平面図である。図６は本実施形態
に係る電動パワーステアリング装置の左側面図である。図７は、図６のＡ－Ａ線の断面図
である。
【００１９】
　図２から図７に示すように、本実施形態に係る電動パワーステアリング装置１は、上部
ステアリングシャフト２、上部ステアリングシャフト２を支持するステアリングコラム１
０、ステアリングコラム１０に取付けられたディスタンスブラケット１６、ディスタンス
ブラケット１６の上側に配置された車体取付けブラケット１８、ロアーブラケット２０、
パワーアシスト装置２２等から構成されている。ステアリングコラム１０はアウターコラ
ムであるアッパーコラム１２と、インナーコラムであるロアーコラム１４とから構成され
ている。アッパーコラム１２およびロアーコラム１４は、スチール製のパイプ、又は軽合
金のダイキャスト成形品で、それぞれ円筒状に形成されている。
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【００２０】
　図４から図６に示すように、ロアーコラム１４の後方側部分の外周面には、アッパーコ
ラム１２の内周面が軸方向に摺動可能に外嵌している。ロアーコラム１４の内周側には、
図示しない軸受を介して図示しない下部ステアリングシャフトが回動可能に支持されてい
る。上部ステアリングシャフト２は、図示しない軸受を介してアッパーコラム１２の内周
側に回動可能に支持されている。上部ステアリングシャフト２と下部ステアリングシャフ
トとは、軸方向に相対移動可能に嵌合されている。アッパーコラム１２の後方側端部には
図示しないコンビネーションスイッチを取付けるためのスイッチブラケット２４が取付け
られている。上部ステアリングシャフト２の後方側の端部には、図１に示すように、ステ
アリングホイール３が固定される。
【００２１】
　ディスタンスブラケット１６は、車幅方向に対向する左右一対の側板２６、２６と、こ
れら一対の側板２６、２６の上端部を連結する連結部２８とから構成されている。各側板
２６、２６の下端部は、アッパーコラム１２の中心軸線を間にしてアッパーコラム１２の
上側外周面の左右側部分にそれぞれ固定されている。これにより、ディスタンスブラケッ
ト１６はアッパーコラム１２に固定されている。
【００２２】
　車体取付けブラケット１８は車幅方向に対向する左右一対の側板３０、３０と、これら
一対の側板３０、３０の上端部を連結する平板部３２と、平板部３２の上面に取付けられ
、平板部３２よりも左右方向の幅が広い上板３６とで構成されている。一対の側板３０、
３０と平板部３２との断面は、下側が開口した略Ｕ字状となっている。一対の側板３０、
３０は、それぞれディスタンスブラケット１６の一対の側板２６、２６の外側面に接触し
て配置されている。平板部３２と上板３６とは、ディスタンスブラケット１６よりも上方
に配置されている。図５に示すように、上板３６の左右側の端部にはそれぞれ車体取付け
部３８、３８が形成されている。車体取付けブラケット１８は、各車体取付け部３８、３
８に取付けられた離脱用カプセル４０、４０を介して、図示しないボルトによって車体に
固定される。離脱用カプセル４０、４０のボルト孔４２、４２は前後方向に長い孔となっ
ている。ボルト孔４２、４２を長孔とすることで、車体取付け部３８、３８のミスアライ
メントを吸収できるようになっている。二次衝突時には車体取付けブラケット１８がカプ
セル４０、４０をコラプスしつつ車体から離脱して前方に移動し、二次衝突の衝撃エネル
ギーを吸収する。
【００２３】
　図３を参照して、ディスタンスブラケット１６の左右の側板２６、２６は、車体取付け
ブラケット１８の左右の側板３０、３０に対して摺動可能となっている。車体取付けブラ
ケット１８の左右の側板３０、３０には、上下方向に延在するチルト調整用長孔４４、４
４が形成されている。丸棒状の１本の締付けボルト４６が左右のチルト調整用長孔４４、
４４を車幅方向に貫いて挿入されている。締付けボルト４６は、車体取付けブラケット１
８の左右の側板３０、３０の内側に配置されているディスタンスブラケット１６の左右の
側板２６、２６も貫いている。このような構成なので、ディスタンスブラケット１６の左
右側の側板２６、２６は、車体取付けブラケット１８の左右の側板３０、３０に、長孔４
４、４４に案内されてチルト摺動可能に挟持されている。
【００２４】
　締付けボルト４６の一方側の端部には、操作レバー４８が装着されている（図２参照）
。操作レバー４８を一方側に回動操作すると、図示しないカムロック機構が作動し、車体
取付けブラケット１８の左右の側板３０、３０が互いに近づく方向に締め付けられる。そ
の結果、ディスタンスブラケット１６の左右の側板２６、２６が車体取付けブラケット１
８の左右の側板３０、３０に強く締め付けられる。この締付けにより、アッパーコラム１
２を所望のチルト調整位置に位置決めすることができる。操作レバー４８を他方側に回動
操作するとカムロック機構が緩み、車体取付けブラケット１８の左右の側板３０、３０の
締め付けが解除される。その結果、車体取付けブラケット１８によるディスタンスブラケ
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ット１６の締め付けが解除され、アッパーコラム１２のチルト調整が可能となる。
【００２５】
　なお、本実施形態に係る電動パワーステアリング装置１はチルト調整可能なものとした
が、チルト調整に加えて、ステアリングホイールのテレスコピック位置調整も可能な電動
パワーステアリング装置であっても良い。
【００２６】
　ロアーコラム１４の前方側端部にはアルミ製のハウジング５０が連結されている。ハウ
ジング５０には出力軸５（図１参照）に補助トルクを付与する為の操舵補助部であるパワ
ーアシスト装置２２が組付けられている。パワーアシスト装置２２は、電動モータ５２と
、電動モータ５２の回転軸５４（図６参照）に連結されたウォーム５６（図６参照）と該
ウォーム５６に噛み合うウォームホイール５８（図４参照）とからなる減速機構と、電動
モータ５２を制御する電子制御ユニットＥＣＵ（Electric Control Unit：以下、ＥＣＵ
という。）６０と、図示しないトルクセンサとを備えている。電動モータ５２およびＥＣ
Ｕ６０は、ハウジング５０の上部に車幅方向に並んで配置されている。ウォームホイール
５８はハウジング５０の格納部６２に格納され、ウォーム５６はハウジング５０の格納部
６４に格納されている。ステアリングホイール３から上部ステアリングシャフト２に加え
られるトルクの方向および大きさは、図示しないトルクセンサで検出される。このトルク
センサの検出値に応じて、電動モータ５２を駆動し、ウォーム５６とウォームホイール５
８とから成る減速機構を介して、所定の方向に所定の大きさで補助トルクを発生させ、出
力軸５にステアリング補助トルクを付与する。
【００２７】
　ここで、コラムタイプの電動パワーステアリング装置１は、電動モータ５２、減速機構
、ＥＣＵ６０等をステアリングコラム上に備えているため重量が大きい。そのため、電動
パワーステアリング装置１を車体に支持するための車体取付けブラケット１８およびロア
ーブラケット２０は、ステアリングコラム１０に対する高い支持剛性が要求される。ロア
ーブラケット２０については、具体的には、ロアーブラケット２０自体の剛性、およびス
テアリングコラム１０に対するロアーブラケット２０の位置、すなわちチルトピボットの
位置の改良が求められている。以下にロアーブラケット２０の構成および位置について説
明する。
【００２８】
　図８は、ロアーブラケット２０を後方側から見た斜視図である。また、図９は、ロアー
ブラケット２０を前方側から見た斜視図である。
【００２９】
　ロアーブラケット２０は、図８および図９に示すように、車幅方向に対向する左右一対
の側板６６、６６と、一対の側板６６、６６を車幅方向に連結する補強ブリッジ６８とか
ら構成されている。一対の側板６６、６６は、図２から図７の各図に示すように、各側板
６６がハウジング５０の車幅方向外側に配置されている。すなわちハウジング５０を間に
して車幅方向の左右側に配置されている。電動モータ５２およびＥＣＵ６０は一対の側板
６６、６６の間に配置されている。各側板６６、６６には、車幅方向の貫通孔７２、７２
が設けられている。貫通孔７２、７２は同軸である。貫通孔７２、７２にはチルト調整の
回動中心軸であるチルトピボットシャフト７０が挿通される。つまり、チルトピボットシ
ャフト７０は一対の側板６６、６６によって支持されている。各側板６６、６６の上端部
には、ロアーブラケット２０を車体に取付け固定するための車体取付け部７４、７４が形
成されている。各車体取付け部７４、７４は各側板６６、６６の上端から車幅方向外側に
延在して形成され、固定用の図示しないボルトが下方から挿通されるボルト穴７６、７６
が形成されている。ボルト孔７６、７６は前後方向に長い孔となっている。ボルト孔７６
、７６を長孔とすることで、車体取付け部７４、７４のミスアライメントを吸収できるよ
うになっている。
【００３０】
　補強ブリッジ６８は、各側板６６、６６の後方側端部の上側部分同士を連結しており、
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組付け状態において、ハウジング５０に配置された電動モータ５２およびＥＣＵ６０の後
方側に配置されている。また、補強ブリッジ６８は、組付け状態において、図２、図３、
図６に示すように、チルトピボットシャフト７０よりも後方側に位置している。補強ブリ
ッジ６８は一対の側板６６、６６を連結することでロアーブラケット２０自体の剛性を高
めている。このようにロアーブラケット２０自体の剛性を高めることで、ロアーブラケッ
ト２０のステアリングコラム１０に対する支持剛性を高めることができる。ロアーブラケ
ット２０自体の剛性を高めると、二次衝突時にロアーブラケット２０が変形しにくくなり
、衝撃エネルギーの吸収がスムーズに行われるようになる。
【００３１】
　ハウジング５０には、図７に示すように、車幅方向に延在する貫通孔７８が形成されて
いる。貫通孔７８は、電動モータ５２の回転軸５４よりも後方側のハウジング５０の部分
の上部に設けられている。貫通孔７８の内部には金属製のスリーブ８０が配置されている
。貫通孔７８にはスリーブ８０を介してチルトピボットシャフト７０が挿通されている。
チルトピボットシャフト７０は一本の軸部材であり、貫通孔７８を車幅方向に貫通してい
る。チルトピボットシャフト７０は一方側端部がナット８２によって締め付けられること
でロアーブラケット２０の一対の側板６６、６６に固定されている。貫通孔７８の両側の
開口周辺部は平面状に形成され、ロアーブラケット２０の回転座面となっている。このよ
うに、貫通孔７８は、図６、図７に示すように、電動モータ５２の回転軸５４と車体取付
けブラケット１８との間の位置に設けられている。
【００３２】
　貫通孔７８の両側の開口部には樹脂製のスペーサ８６、８６が圧入されている。スペー
サ８６はポリアセタール（ＰＯＭ）などの高強度、低摺動特性の材料で構成されている。
スペーサ８６は筒部８８と、筒部８８の一方側端部に形成されたフランジ部９０とから構
成されている。貫通孔７８の両開口部には筒部８８、８８が圧入され、スリーブ８０の両
端はスペーサ８６、８６の筒部８８、８８によって支持され、スリーブ８０のガタつきが
防止されている。フランジ部９０、９０は貫通孔７８の開口周辺部分とロアーブラケット
２０の側板６６、６６との間に介在し、ロアーブラケット２０との摺動面の摩擦を低減し
ている。
【００３３】
　ハウジング５０は、チルトピボットシャフト７０を回動中心として、ロアーブラケット
２０に回動可能に支持されている。これにより、ハウジング５０と連結されているロアー
コラム１４は、ハウジング５０を介してロアーブラケット２０によって車体に支持され、
チルトピボットシャフト７０を回動中心として回動自在となっている。
【００３４】
　チルトピボットシャフト７０は、上記のように、電動モータ５２の回転軸５４よりも後
方側のハウジング５０の上側部分に設けられた貫通孔７８に配置されている。つまり、チ
ルトピボットシャフト７０は、ハウジング５０の格納部６２に収容されたウォームホイー
ル５８の軸方向の中心断面よりも後方側に位置している。ウォームホイール５８の軸方向
の中心断面とは、詳細には、ウォームホイール５８を軸方向の中心部で軸方向と直角に交
差する方向に切断した場合の切断面のことである。チルトピボットシャフト７０の位置を
さらに言い換えると、チルトピボットシャフト７０は電動モータ５２の回転軸５４とアッ
パー側の車体取付けブラケット１８との間に配置されている。チルトピボットシャフト７
０をこの位置に設けることにより、電動モータ５２、減速機構、ＥＣＵ６０等の重量の大
きい部材の多くの部分がチルトピボットシャフト７０よりも前方側に位置することとなる
。そうすると、電動パワーステアリング装置１の重量のうち、チルトピボットシャフト７
０よりも後方側の重量が相対的に小さくなる。
【００３５】
　従来のようにチルトピボットシャフト７０が電動モータ５２よりも前方側にあると、電
動パワーステアリング装置１の重量のほぼ全部がチルトピボットシャフト７０よりも後方
側にあることとなり、アッパー側の車体取付けブラケット１８は大きな重量を支持する必
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要があった。チルトピボットシャフト７０を本実施形態のように設けることでチルトピボ
ットシャフト７０よりも前方側の重量を大きくすると、チルトピボットシャフト７０より
も後方側の重量は小さくなり、アッパー側の車体取付けブラケット１８が支持する重量は
小さくて済む。そうすると、車体取付けブラケット１８を従来と同等のものを用いたとし
ても、車体取付けブラケット１８のステアリングコラム１０に対する支持剛性を相対的に
高めることができる。ステアリングコラム１０に対する支持剛性が高まると、アイドリン
グ時の振動および走行時の振動がステアリングコラム１０に伝わってステアリングコラム
１０がこれらの振動と共振してしまうことを防止できる。その結果、ステアリングホイー
ル３にもこのような振動が伝わらず、操舵感の良い電動パワーステアリング装置１とする
ことができる。
【００３６】
　また、このように車体取付けブラケット１８の支持剛性が高くなると、二次衝突時にス
テアリングコラム１０が変形しにくくなる。その結果、ステアリングコラム１０がスムー
ズにコラプス移動し、これにより二次衝突時の衝撃エネルギーがスムーズに吸収されるこ
ととなる。さらに、本実施形態は、上述したようにロアーブラケット２０自体の剛性も高
くなっているので、衝撃エネルギーの吸収はよりスムーズに行われるようになる。なお、
ここでコラプス移動とは、二次衝突時にステアリングコラムが車体前方に向かってエネル
ギー吸収部材をコラプスしながら衝撃エネルギーを吸収しつつ移動することをいう。
【００３７】
　本実施形態に係る電動パワーステアリング装置１には、電動パワーステアリング装置１
の車体取付け前の状態におけるロアーブラケット２０の回動規制機構が設けられている。
すなわち、ロアーブラケット２０がチルトピボットシャフト７０を中心としてステアリン
グコラム１０に対して所定範囲以上回動しないように規制している。
【００３８】
　図８および図９に示すように、ロアーブラケット２０の一方側（本実施形態においては
車幅方向左側）の側板６６（図８では左側、図９では右側）には、前方側の縁部の中央部
分から前方に突出する凸部９２が形成されている。側板６６の前方側縁部の凸部９２より
も下側部分は、凸部９２の下側面９６と略垂直に交差して延在している。つまり、凸部９
２の下側面９６と、側板６６の前方側縁部の凸部９２よりも下側部分の端面９７とは略直
角をなして対向し、側面視で略Ｌ字形状のＬ字状壁部９５を形成している。このように、
側板６６の前方側縁部の下方端部分には、前後方向に延在する第１の面と、第１の面と略
直角をなして対向し上下方向に延在する第２の面とからなるＬ字状壁部９５が形成されて
いる。Ｌ字状壁部９５はチルトピボットシャフト７０に関して補強ブリッジ６８とは反対
側に形成されている。つまり、Ｌ字状壁部９５はチルトピボットシャフト７０よりも前方
側に位置している。
【００３９】
　また、車幅方向左側の側板６６の前方側縁部には、上端部から凸部９２の近傍に亘って
補強リブ９３が形成されている。車幅方向右側の側板６６（図８では右側、図９では左側
）にも、前方側縁部に上端部から下方側縁部に亘って補強リブ９３が形成されている。な
お、車幅方向左側の側板６６にも、前方側縁部に上端部から下方側縁部に亘って補強リブ
９３を形成しても良い。
【００４０】
　ハウジング５０の左側の側面には、図２、図６に示すように、車幅方向外側に突出する
突出部９４が形成されている。突出部９４はアルミ製のハウジング５０と一体的に形成さ
れている。ここで、一体的に形成されているとは、ハウジング５０の成形時にハウジング
５０の一部としてハウジング５０の他の部分と同時に成形されることで一体的に形成され
ていても良いし、ハウジング５０の成形後に、当該ハウジング５０とは別に成形した突出
部９４を溶接、ボルト締め、あるいは他の方法でハウジング５０に固定することで一体的
に形成されていても良い。
【００４１】
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　突出部９４は、ロアーブラケット２０がハウジング５０に組付けられた状態において、
ロアーブラケット２０の凸部９２の下方、かつ側板６６の端面９７の前方に位置している
。すなわち突出部９４の上側面は凸部９２の下側面９６と対向し、突出部９４の後方側面
は側板６６の端面９７と対向している。突出部９４は、ロアーブラケット２０の凸部９２
の下側面９６、および側板６６の端面９７よりも車幅方向で外側まで突出している。
【００４２】
　側板６６のＬ字状壁部９５およびハウジング５０の突出部９４は、ロアーブラケット２
０が所定の範囲で回動できるように配置されている。つまり、突出部９４は、ロアーブラ
ケット２０の回動位置によって、凸部９２の下側面９６と接触している状態、側板６６の
端面９７と接触している状態、凸部９２の下側面９６および側板６６の端面９７の何れと
も接触していない状態の何れかの状態となっている。ロアーブラケット２０の凸部９２の
下側面９６、側板６６の端面９７、および突出部９４とで、ロアーブラケット２０の回動
規制機構が構成されている。言い換えると、Ｌ字状壁部９５と突出部９４とでロアーブラ
ケット２０の回動規制機構が構成されている。以下に回動規制機構の作用について説明す
る。
【００４３】
　電動パワーステアリング装置１が車体に取付けられる前の状態において、ロアーブラケ
ット２０がチルトピボットシャフト７０を中心にしてステアリングコラム１０に対して一
方側へ回動すると、ロアーブラケット２０の凸部９２の下側面９６がハウジング５０の突
出部９４に接触して、ロアーブラケット２０のそれ以上の一方側への回動は規制される。
また、ロアーブラケット２０が他方側へ回動すると、側板６６の端面９７が突出部９４に
接触して、ロアーブラケット２０のそれ以上の他方側への回動は規制される。このように
、ロアーブラケット２０のステアリングコラム１０に対する回動は、所定の範囲に規制さ
れる。その結果、電動パワーステアリング装置１を車体に組付ける際、ロアーブラケット
２０が大きく回動することがなく、ロアーブラケット２０を車体に取付け易くなる。車体
取付け前の状態におけるロアーブラケット２０の回動許容範囲は、一方側および他方側へ
の回動方向とも、車体取付け後のチルト調整可能範囲に対応する回動範囲よりも少し大き
な範囲に設定されている。このように設定されているので、車体取付け後のチルト調整時
に、凸部９２の下側面９６および側板６６の端面９７がハウジング５０の突出部９４に接
触することはない。
【００４４】
　図１０は、ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付け方法を示す模式的な部分
側面図である。ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付けは、図１０中の矢印で
示すように、ハウジング５０のロアーブラケット取付け位置の後方側斜め上方から該ロア
ーブラケット取付け位置へ挿入することで行う。このとき、補強ブリッジ６８が電動モー
タ５２やＥＣＵ６０、あるいは車体取付けブラケット１８等に接触することはなく、補強
ブリッジ６８が組付けの妨げになることはない。また、ロアーブラケット２０のＬ字状壁
部９５もハウジング５０の突出部９４をＬ字状壁部９５の２つの面の間に配置するように
挿入するだけである。このように、ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付けは
容易に行うことができる。
【００４５】
　本実施形態は、チルトピボットシャフト７０を電動モータ５２の回転軸５４よりも後方
側に設けているので、ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付け方法は、図１０
に示す方法が最も容易な組付け方法である。また、回動規制機構を本実施形態のような構
成とすれば、図１０に示すような、ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付け容
易性を損なうことはない。その結果、車体取付けブラケット１８のステアリングコラム１
０に対する支持剛性を確保しつつ、さらにロアーブラケット２０のハウジング５０への組
付け性を損なわずにロアーブラケット２０の回動規制が可能となっている。すなわち、車
体への組付けが容易である。また、ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付けが
容易なので、電動パワーステアリング装置１の組立に係るコストの上昇を抑制することが
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できる。
【００４６】
　このように、本実施形態によれば、電動パワーステアリング装置１を車体に組付ける前
の状態ではロアーブラケット２０の余分な回動を規制し、車体への組付けを容易にするこ
とができる。また、車体に組付けた後はステアリングコラム１０に対する支持剛性が高く
、その結果操舵感が良く、二次衝突時にはスムーズに衝撃エネルギーを吸収することがで
きる。さらに、ロアーブラケット２０のハウジング５０への組付けが容易なので、電動パ
ワーステアリング装置１の組立コストを抑制することができるという効果も発揮する。
【００４７】
　なお、上記実施形態では、回動防止機構としてロアーブラケット２０の一方の側板６６
にＬ字状壁部９５を設け、これに対応してハウジング５０の一方側に突出部９４を設けて
いるが、ロアーブラケット２０の両方の側板６６、６６にそれぞれＬ字状壁部９５、９５
を設け、ハウジングの両側にそれぞれ対応する突出部９４、９４を設けても良い。また、
本実施形態ではハウジング５０に貫通孔７８を設けてこれに一本のチルトピボットシャフ
ト７０を挿通しているが、貫通孔７８に代えて、ハウジングの左右の側面に同軸の雌ねじ
を設け、各雌ねじにロアーブラケット２０の各側板６６、６６を介してボルトを挿入し、
これらのボルトをチルトピボットシャフトとしても良い。
【符号の説明】
【００４８】
１　電動パワーステアリング装置
２　上部ステアリングシャフト
３　ステアリングホイール
５　出力軸
６　中間シャフト
７　ステアリングギヤアッセンブリ
８　タイロッド
１０　ステアリングコラム
１２　アッパーコラム
１４　ロアーコラム
１６　ディスタンスブラケット
１８　車体取付けブラケット
２０　ロアーブラケット
２２　パワーアシスト装置
２４　スイッチブラケット
２６　側板
２８　連結部
３０　側板
３２　平板部
３６　上板
３８　車体取付け部
４０　カプセル
４２　ボルト孔
４４　チルト調整用長孔
４６　締付けボルト
４８　操作レバー
５０　ハウジング
５２　電動モータ
５４　回転軸
５６　ウォーム
５８　ウォームホイール
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６２、６４　格納部
６６　側板
６８　補強ブリッジ
７０　チルトピボットシャフト
７２　貫通孔
７４　車体取付け部
７６　ボルト孔
７８　貫通孔
８０　スリーブ
８２　ナット
８６　スペーサ
８８　筒部
９０　フランジ部
９２　凸部
９３　補強リブ
９４　突出部
９５　Ｌ字状壁部
９６　下側面
９７　端面
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